
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,750 円 2,983 円

2,750 円 3,023 円

2,750 円 3,024 円

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　法適用（全部適用）
 （令和５年４月より適用）

那須烏山市下水道事業経営戦略

　平成12年1月19日
　供用開始後26年

那須烏山市

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　11.4人/ha
　令和7年3月31日現在

　1処理場（興野水処理センター）

　無

処 理 区 数 　1処理区（興野水処理センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　広域化・共同化：未実施
　最適化：令和5年3月に那須烏山市生活排水処理構想を見直し

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　現行の使用料体系は基本料金有りの累進従量制を採用している。
　基本料金は、使用水量に関わらず固定的に発生する経費の一部を賄い、経営の安定を確保するために設定している。
　また、累進性に関しては、使用水量が多いほど汚水処理にかかる維持管理費も大きくなるため、使用料に応じた単価を高くす
るとともに、水需要の抑制を図るという環境的観点から導入している。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭や業務用等で区別せず、一律の下水道使用料体系を採用している。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭や業務用等で区別せず、一律の下水道使用料体系を採用している。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当なし

　該当なし

 イ　指定管理者制度

　（その他の民間活用）
　市内3箇所（公共下水道・特環下水道を含む）の水処理センターの維持管理について、
合併後、経費削減のため施設の運転管理等の一元化を図り、民間活用している。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

　令和６年度の経営状況は、別紙の経営比較分析表に示すとおりである。

職 員 数 　１名（主幹）

　該当なし

　該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

　処理区域内人口は、那須烏山市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画）における生活排水処理の将来予測に則し、区域内の人口減少が進む予測
としている。本経営戦略計画期間終了年の令和17年度には758人まで減少することが見込まれる。

有収水量の予測

　令和２年度から令和６年度にかけては有収水量の実績値を示している。区域内の人口減少が進みつつも、新規接続等により有収水量の大きな減少は見られない
ことから、今後も年間約7.5万㎥前後を推移することが見込まれる。

上下水道課 下水道グループ



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

　使用料の見通しについては、令和２年度から令和６年度にかけての下水道使用料の実績を参考に、有収水量の大きな減少も想定していないことから、今後も年間
約1100万円前後を推移することが見込まれる。

施設の見通し

　農業集落排水施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、農業集落排水施設最適整備構想に基づき、適切な維持管理・改築更新を行っていく。

組織の見通し

　職員数は、合併時から段階的に減少し、近年は４名体制（課長・下水道グループ３名。公共下水道・特環下水道を含む。）が継続している。
　下水道事業運営には、会計の専門知識及び下水道設備の運用管理、緊急時の対応など高度な技術力が求められることから、現在の体制を維持し、知識や経験
等の継承を行っていく。
　また、限られた職員数で今後増大していく施設の更新に対応するため、新たな民間委託も含めた検討を行っていく。

　農業集落排水施設については施設整備が完了しており、今後は施設の老朽化に対する対策として、計画的な施設の修繕や機械設備等の更新を進めるなど、適
正な維持管理に努めることが必要である。
　また、令和５年度に公営企業会計を適用したことから、適正な経営状況の把握及び財政マネジメントの向上に努める。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

　費用負担が大きい建設改良費については、国庫補助金等の補助制度を最大限活用するとともに、企業債の活用についても
進めていく。なお、企業債については、未償還残高が減少し、負担の軽減が見込まれるが、将来の返済計画を見据えて借入を
検討する。

目 標

【建設改良費の財源】
　建設投資の内容に応じ、国庫補助金等や企業債を最大限活用するとともに、受益者分担金等についても適切に徴し、建設改良費の財源とする。

【企業債残高の推移】
　企業債償還金は減少傾向にあり、令和８年度から令和17年度の10年間で、企業債残高は約１.1億円から約3,800万円に減少することが見込まれる。

【維持管理費】
　維持管理費は、処理場における汚水処理の経費（動力費や委託料等）や、管きょや処理場の点検調査費等であり、年間約3,000万円前後で推移することが見込
まれる。エネルギー価格や物価高騰等により全体的な維持管理費の増加も懸念される。

　農業集落排水施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、農業集落排水施設最適整備構想に基づき、適切な維持管
理・改築更新を行っていく。
　農業集落排水施設の機械設備の耐用年数は約15年と短いため、更新計画を策定し、更新年度を平準化して支出のバランス
を保つよう対応する。

【建設投資計画】
　令和８年度から令和17年度の10年間で、農業集落排水施設の修繕・改築更新等を実施し、約1.4億円の建設投資が必要と見込まれる。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　市内3箇所（公共下水道・特環下水道を含む）の水処理センターの維持管理について、合併後、経費
削減のため施設の運転管理等の一元化を図り、民間活力を活用している。今後は委託の対象範囲を拡
大するなどの検討を行っていく。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　上記以外の今後の財源に関する取組については、国の動向や他団体の状況を注視し、必要に応じて
検討を進めていく。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　定期的な進捗管理（モニタリング）を行い、３～５年を目安に見直し（ローリング）を実施する。
　投資・財政計画の計画値と実績値に大きな乖離がある場合や、将来予測に大きな変動がある場合には経営戦略
の改定を行う。

職員給与費に関する事項 　現時点で、組織体制の見直しを行う予定はない。

動力費に関する事項
　近年、世界的な社会経済情勢の影響により電力費の高騰による動力費の増加が懸念されている。
　機械設備等の更新時に、エネルギー消費量の少ない機器を導入し、省エネルギー化を検討する。

修繕費に関する事項 　農業集落排水施設最適整備構想に基づき、適切な修繕を行っていく。

委託費に関する事項
　施設の老朽化により点検調査等が増加することで、委託費の増加が懸念されている。
　適切な点検調査による業務の効率化を図り、委託費を抑制していく。

その他の取組
　上記以外の今後の経費削減等に関する取組については、国の動向や他団体の状況を注視し、必要
に応じて検討を進めていく。

薬品費に関する事項
　近年、世界的な社会経済情勢の影響により薬品費の高騰が懸念されている。
　適時適切な薬品使用量を把握し、最適な運用方法について検討する。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　資産活用による収入増加の取組については、国の動向や他団体の状況を注視し、必要に応じて検討
を進めていく。

　現行の使用料体系においては経費回収率は100％に達しておらず、一般会計繰入金に頼らざるを得
ない状況にある。今後、エネルギー価格や物価の高騰等により維持管理費が増大した場合、使用料の
見直しの必要性を検討していく。

使用料の見直しに関する事項

　上記以外の今後の投資に関する取組については、国の動向や他団体の状況を注視し、必要に応じて
検討を進めていく。

　施設の維持管理については、今後も民間委託を継続していく方針であるが、業務内容の見直し等によ
り、これまで以上に効果的・効率的な運営ができるよう検討していく。

　施設の機械設備等については、農業集落排水施設最適整備構想に基づき、適切な維持管理・改築
更新を行い、施設の長寿命化を図り、計画的な投資の平準化を図る。

　広域化・共同化については、他団体の事例等を参考に、自治体間の連携による事務の共同処理や事
務の委託による効率化の動向を注視していく。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



経営比較分析表（令和6年度決算）
栃木県　那須烏山市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
174.35 134.68 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

23,482

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

956 0.84 1,138.10 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経費回収率については、昨年度より1.74ポイント
改善されたが、依然として平均値を下回っている。
　現状では一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況
であり、経費削減等の改善を一層進める必要があ
る。

資金不足比率(％)

- 81.77 4.10 77.76 2,805

　有形固定資産減価償却率は、昨年度より3.59ポイ
ント増加したが、依然として平均値を下回っている
ため、老朽化している施設は少ない状態である。し
かし、将来的に予想される施設更新等の高額な工事
が予想されるため、令和２年度には施設の機能診断
を実施し、令和３年度には最適整備構想の策定を
行った。

2. 老朽化の状況

全体総括

　農業集落排水事業は工事がすべて完了済みであ
り、今後の整備拡大の予定はない。更なる水洗化率
向上に取り組むとともに、料金改定についても早急
に検討していく必要がある。将来的に予想される施
設及び管きょの更新等については、計画的に対応し
ていく。
　区域内の人口は減少しているが、使用料収入には
顕著な変化は見られない。しかし、将来的な減少が
予想されることから、経営の更なる効率化や施設の
最適化等の検討を進める必要がある。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 423.56 402.04

平均値 - - - 301.86 325.85

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 73.22 67.06

平均値 - - - 46.25 45.32

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 86.15 82.43

平均値 - - - 83.96 83.54

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【104.30】 【102.74】 【47.19】 【798.10】

【87.80】【49.92】【286.33】【54.51】

【28.46】 【0.03】 【0.02】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 農業集落排水事業　投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 10,208 9,702 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094
(1) 10,200 9,691 10,090 10,091 10,091 10,091 10,091 10,091 10,091 10,091 10,091 10,091
(2) (B)
(3) 8 11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

２． 64,235 61,086 62,109 62,109 61,935 61,868 61,834 61,809 61,673 61,458 61,357 61,334
(1) 40,000 39,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

40,000 39,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

(2) 24,235 22,086 22,109 22,109 21,935 21,868 21,834 21,809 21,673 21,458 21,357 21,334
(3)

(C) 74,443 70,788 72,203 72,203 72,029 71,962 71,928 71,903 71,767 71,552 71,451 71,428
１． 60,006 62,942 62,485 63,094 63,460 63,933 64,632 65,389 66,063 66,659 67,368 68,155
(1) 6,485 7,947 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388

4,580 5,062 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038

1,905 2,885 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350
(2) 22,659 24,519 24,467 23,790 23,790 23,790 24,017 24,017 24,017 24,017 24,017 24,017

5,322 5,667 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364 4,364
9 1,182 1,182 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183

17,328 17,670 18,921 18,243 18,243 18,243 18,470 18,470 18,470 18,470 18,470 18,470
(3) 30,862 30,476 30,630 31,916 32,282 32,755 33,227 33,984 34,658 35,254 35,963 36,750

２． 2,564 3,520 3,283 2,961 2,874 2,751 2,653 2,608 2,551 2,494 2,434 2,378
(1) 1,874 1,610 1,424 1,107 1,020 897 799 754 697 640 580 524
(2) 690 1,910 1,859 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854

(D) 62,570 66,462 65,768 66,055 66,334 66,684 67,285 67,997 68,614 69,153 69,802 70,533
(E) 11,873 4,326 6,435 6,148 5,695 5,278 4,643 3,906 3,153 2,399 1,649 895
(F) 2
(G)
(H) 2

11,875 4,326 6,435 6,148 5,695 5,278 4,643 3,906 3,153 2,399 1,649 895
(I) 5,624 11,875 4,326 6,435 6,148 5,695 5,278 4,643 3,906 3,153 2,399 1,649
(J) 10,561 10,959 1,978 4,123 5,837 7,107 8,068 8,988 10,715 12,576 14,913 17,566

416 107 1,279 108 108 108 452 452 452 452 452 452
(K) 26,427 24,420 17,010 13,728 14,595 9,444 9,532 8,782 8,705 8,287 8,029 7,573

24,599 21,825 15,003 11,610 12,477 7,326 7,525 6,775 6,698 6,280 6,022 5,566

1,047 1,620 1,047 1,158 1,158 1,158 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 10,208 9,702 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094 10,094

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和９年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和８年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 農業集落排水事業　投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 13,900 11,800 4,400 600 900

13,900 11,800 4,400 600 900

２． 4,200 2,800 19,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

３．

４．

５．

６． 1,372

７．

８．

９． 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

(A) 18,100 15,972 19,350 9,750 5,950 6,250 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350

(B)

(C) 18,100 15,972 19,350 9,750 5,950 6,250 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350

１． 3,168 4,768 23,824 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

２． 25,054 24,599 21,825 15,003 11,610 12,477 7,326 7,525 6,775 6,698 6,280 6,022

３．

４．

５．

(D) 28,222 29,367 45,649 25,003 21,610 22,477 22,326 22,525 21,775 21,698 21,280 21,022

(E) 10,122 13,395 26,299 15,253 15,660 16,227 16,976 17,175 16,425 16,348 15,930 15,672

１． 4,210 1,211 19,838 7,940 8,635 9,655 10,366 11,200 11,187 11,863 12,199 12,691

２．

３．

４． 5,912 12,184 6,461 7,313 7,025 6,572 6,610 5,975 5,238 4,485 3,731 2,981

(F) 10,122 13,395 26,299 15,253 15,660 16,227 16,976 17,175 16,425 16,348 15,930 15,672

(G)

(H) 146,578 133,779 111,954 101,350 90,340 78,762 71,436 63,911 57,136 50,437 44,157 38,134

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

40,000 39,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

32,736 32,086 31,780 33,023 33,302 33,651 34,026 34,738 35,354 35,893 36,542 37,273

7,264 6,914 8,220 6,977 6,698 6,349 5,974 5,262 4,646 4,107 3,458 2,727

4,200 2,800 19,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,200 2,800 19,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

44,200 41,800 59,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

令和１７年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度令和９年度令和８年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１６年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度

他 会 計 負 担 金

令和１７年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度



供用開始年月日 平 成 １ ２ 年 １ 月 １ ９ 日

処理区域内人口 ９５６人

計算期間 自 令 和 ８ 年 ４ 月

至 令 和 １ ８ 年 ３ 月

（　１０年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

10,200 10,091 10,091

0

8 3 3

10,208 10,094 0 10,094

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

273 273

0

0

0

1,009 1,009 1,009

1,009 1,282 0 1,282

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

4,578 3,633 3,633

9 910 910

0

0

4,574 5,000 5,000

5,980 6,769 6,769

15,141 16,312 0 16,312

給 料 4,580 5,038 5,038

諸 手 当 1,905 2,350 2,350

福 利 費 1,314 1,643 1,643

0

92 93 93

3,186 4,005 4,005

11,077 13,129 0 13,129

1,874 524 524 0

30,862 36,749 36,749 0

0

32,736 37,273 37,273 0

59,963 67,996 37,273 30,723

30,723

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.33

＜使用料水準についての説明＞

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

農業集落排水事業　原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

減 価 償 却 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

一
 

般
 

管
 

理
 

費

薬 品 費

小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

処
理
場
費


